
 

健 感 発 0 4 2 8 第 2 号  

平 成 2 6 年 4 月 2 8 日 

 

都道府県 

各 政 令 市 衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

                    厚生労働省健康局結核感染症課長    

（公  印  省  略）    

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項 

及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正） 

 

標記については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第

１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について」（平成 18 年３月８日健感発第

0308001 号当職通知）の別紙により定めているところである。 

今般、別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」を、別添

の新旧対照表のとおり改正し、平成 26 年５月 12 日から適用することとしたので御了知い

ただくとともに、関係機関に周知願いたい。 

なお、今回の改正の概要は下記のとおりである。 

 

記 

 

１ 改正の概要 

（１）二類感染症の「３ ジフテリア」中の「（１）定義」及び「（３）届出基準」を変

更し、これに合わせて別記様式２－３「ジフテリア発生届」の変更を行った。 

（２）五類感染症の「９ 侵襲性インフルエンザ菌感染症」中の「検査方法」等を変更

し、これに合わせて別記様式５－９「侵襲性インフルエンザ菌感染症発生届」の変

更を行った。 

（３）別記様式５－１０「先天性風しん症候群発生届」に、「出生時の母親の年齢」及び

「母子手帳等の記録による確認の有無」の記載を追加した。 

（４）五類感染症の「１１ 梅毒」中の「（３）届出基準」を変更し、これに合わせて別

記様式５－１１「梅毒発生届」の変更を行った。 

（５）別記様式５－１４－２「風しん発生届」に、可能な限り２４時間以内に保健所へ

の報告を求める旨の記載を追加した。 

（６）五類感染症の「３５ 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）」

中の「検査方法」の変更を行った。 

 

（７）五類感染症の「３９ マイコプラズマ肺炎」中の「検査方法」を変更し、これに

合わせて別記様式７－５「感染症発生動向調査（基幹定点）」の変更を行った。 

 



（８）別記様式２－１「急性灰白髄炎発生届」、別記様式２－３「ジフテリア発生届」、

別記様式４－３「Ａ型肝炎発生届」、別記様式５－２「ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及

びＡ型肝炎を除く。）発生届」及び別記様式５－１２「破傷風発生届」に「ワクチン

接種歴」の記載を追加した。 

   

 

２ 適用日 

  平成 26 年５月 12 日から適用する。 

 



別添  

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について」 新旧対照表 
新 旧 

 

別紙 

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

 

第１～２ （略） 

 

 

第３ 二類感染症 

 

 １～２（略） 

 

 ３ ジフテリア 

（１）定義 

ジフテリア毒素を産生するジフテリア菌（Corynebacterium diphtheriae）

の感染による急性感染症である。 

 

（２） （略） 

 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から

ジフテリアが疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジフテ

リア患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに

行わなければならない。 

 

 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左

欄に掲げる検査方法により、ジフテリアの無症状病原体保有者と診断した場

合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならな

い。 

 

 

別紙 

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

 

第１～２ （略） 

 

 

第３ 二類感染症 

 

 １～２（略） 

  

 ３ ジフテリア 

（１）定義 

ジフテリア毒素を産生するコリネバクテリウム属の Corynebacterium 

diphtheriae の感染による急性感染症である。 

 

（２） （略） 

 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から

ジフテリアが疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジフテ

リア患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに

行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左

欄に掲げる検査方法により、ジフテリアの無症状病原体保有者と診断した場

合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならな

い。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ



 

  

 

 

ウ～エ （略） 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌株の

ジフテリア毒素産生性の確認 

病変（感染）部位か

らの採取材料 

 

 

(※）ジフテリア菌（Corynebacterium diphtheriae）であっても、ジフテリア毒

素非産生性の菌は届出の対象ではない。 

Corynebacterium ulcerans 及び Corynebacterium pseudotuberculosis について

は、ジフテリア毒素を産生する株があるものの、それらは届出の対象ではない。 

 

４～５ （略） 

 

第４～５ （略） 

 

第６ 五類感染症 

 

１～８ （略） 

 

 ９ 侵襲性インフルエンザ菌感染症 

（１）～（２） （略） 

 

（３）届出基準 

ア～イ （略） 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 髄液、血液 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 髄液、血液 

ラテックス法による病原体抗原の検出 髄液 

 

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

 

ウ～エ （略） 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌にお

けるジフテリア毒素の確認 

病変（感染）部位か

らの採取材料 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

 

（※）本感染症は、Corynebacterium diphtheriae によるものであるが、

Corynebacterium ulcerans 及び Corynebacterium pseudotuberculosis においても

ジフテリア毒素を産生する株が確認されているので、分離・同定による病原体の検

出、病原体の毒素遺伝子の検出の際に留意が必要である。 

 

 ４～５ （略） 

 

第４～５ （略） 

 

第６ 五類感染症 

 

 １～８ （略） 

 

 ９ 侵襲性インフルエンザ菌感染症 

（１）～（２） （略） 

 

（３）届出基準 

ア～イ （略） 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 髄液、血液 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 髄液、血液 

 

 



 

  

９－１～１０ （略） 

 

１１ 梅毒 

（１）～（２） （略） 

 

（３）届出基準 

ア （略） 

 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左

下欄に掲げる検査方法により、抗体（カルジオリピンを抗原とするＲＰＲカ

ードテスト、凝集法若しくはガラス板法での検査で１６倍以上又は自動化法

での検査で概ね１６．０Ｒ．Ｕ．，１６．０Ｕ若しくは１６．０ＳＵ／ｍｌ

以上のものをいう。）を保有する者で無症状病原体保有者とみなされるもの

（陳旧性梅毒とみなされる者を除く。）を診断した場合には、法第１２条第

１項の規定による届出を７日以内に行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

 

ウ （略） 

 

検査方法 検査材料 

墨汁法、ギムザ染色などの染色法による病原体の検出 発疹（初期硬結、硬

性下疳、扁平コンジ

ローマ、粘膜疹） 

・以下の①と②の両方に該当する場合 

①カルジオリピンを抗原とする以下のいずれかの検

査で陽性 

 ・ＲＰＲカードテスト、凝集法、ガラス板法、自動

化法 

②T. pallidum を抗原とする以下のいずれかの検査で

陽性 

 ・ＴＰＨＡ法、ＦＴＡ－ＡＢＳ法 

血清 

９－１～１０ （略） 

 

１１ 梅毒 

（１）～（２） （略） 

 

（３）届出基準 

ア （略） 

 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左

下欄に掲げる検査方法により、抗体（①カルジオリピンを抗原とする検査で

は１６倍以上又はそれに相当する抗体価）を保有する者で無症状病原体保有

者と見なされる者（陳旧性梅毒と見なされる者を除く。）を診断した場合に

は、法第１２条第１項の規定による届出を７日以内に行わなければならな

い。 

 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

 

ウ （略） 

 

検査方法 検査材料 

パーカーインク法による病原体の検出 発疹（初期硬結、硬

性下疳、扁平コンジ

ローマ、粘膜疹） 

・以下の①と②の両方に該当する場合 

①カルジオリピンを抗原とする以下のいずれかの検

査で陽性 

 ・ＲＰＲカードテスト、凝集法、ガラス板法 

②T. pallidum を抗原とする以下のいずれかの検査で

陽性 

 ・ＴＰＨＡ法、ＦＴＡ－ＡＢＳ法 

血清 

 



 

  

 

先天梅毒は、下記の５つのうち、いずれかの要件をみたすものである。 

ア 母体の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく高い場合 

イ 児の血清抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く超えて持続する

場合 

ウ 児の T.pallidum を抗原とするＩｇＭ抗体陽性 

エ 早期先天梅毒の症状を呈する場合 

オ 晩期先天梅毒の症状を呈する場合 

 

 

 １２～３４ （略） 

 

 ３５ 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。） 

（１）～（３） （略） 

 

（４）届出に必要な要件（以下のアの（ア）及び（イ）かつイを満たすもの） 

ア （略） 

 

イ 病原体診断の方法 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 

便検体 
抗原の検出（イムノクロマト法による病原体抗原

の検出） 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

 

 ３６～３８ （略） 

 

３９ マイコプラズマ肺炎 

（１）～（３） （略） 

 

（４）届出のために必要な検査所見 

検査方法 検査材料 

 

先天梅毒は、下記の５つのうち、いずれかの要件をみたすものである。 

ア 母体の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく高い場合 

イ 血清抗体価が移行抗体の推移から予想される値を高く超えて持続する場合 

ウ T.pallidumを抗原とするＩｇＭ抗体陽性 

エ 早期先天梅毒の症状を呈する場合 

オ 晩期先天梅毒の症状を呈する場合 

 

 

 

 １２～３４ （略） 

 

 ３５ 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。） 

（１）～（３） （略） 

 

（４）届出に必要な要件（以下のアの（ア）及び（イ）かつイを満たすもの） 

ア （略） 

 

イ 病原体診断の方法 

検査方法 検査材料 

迅速診断キットによる病原体の抗原の検出 便検体 

 

 

 

 ３６～３８ （略） 

 

３９ マイコプラズマ肺炎 

（１）～（３） （略） 
 

（４）届出のために必要な検査所見 

検査方法 検査材料 



 

  

分離・同定による病原体の検出 

 

気道から採取され

た検体 

抗原の検出（イムノクロマト法による病原体の抗原の

検出） 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

抗体の検出 

（ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇、

又は単一血清で間接血球凝集抗体価３２０倍以上、補

体結合抗体価６４倍以上、ゼラチン粒子凝集抗体価３

２０倍以上、若しくはＩｇＭ抗体の検出（迅速診断キ

ット）） 

血清 

 

４０～４３ （略） 

 

第７～８ （略） 

 

分離・同定による病原体の検出 

 

 

 

気道から採取され

た検体 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

抗体の検出 

（ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇、

又は単一血清で間接血球凝集抗体価３２０倍以上、補

体結合抗体価６４倍以上、ゼラチン粒子凝集抗体価３

２０倍以上、若しくはＩｇＭ抗体の検出（迅速診断キ

ット）） 

血清 

 

４０～４３ （略） 

 

第７～８ （略） 

 

 



新 旧

別記様式１ （略）

別記様式２－１

別記様式１ （略）

別記様式２－１



別記様式２－２ （略）

別記様式２－３

別記様式２－４～２－５ （略）

別記様式２－２ （略）

別記様式２－３

別記様式２－４～２－５ （略）



別記様式３ （略）

別記様式４－１～４－２ （略）

別記様式４－３

別記様式３ （略）

別記様式４－１～４－２ （略）

別記様式４－３



別記様式４－４～４－４３ （略）

別記様式５－１ （略）

別記様式５－２

別記様式４－４～４－４３ （略）

別記様式５－１ （略）

別記様式５－２



別記様式５－３～５－８ （略）

別記様式５－９

別記様式５－９－１～５－９－２ （略）

別記様式５－３～５－８ （略）

別記様式５－９

別記様式５－９－１～５－９－２ （略）



別記様式５－１０ 別記様式５－１０



別記様式５－１１ 別記様式５－１１



別記様式５－１２

別記様式５－１３～５－１４ （略）

別記様式５－１２

別記様式５－１３～５－１４ （略）



別記様式５－１４－２

別記様式５－１４－３ （略）

別記様式６ （略）

別記様式５－１４－２

別記様式５－１４－３ （略）

別記様式６ （略）



別記様式７－１～７－４ （略）

別記様式７－５

別記様式７－６～７－７ （略）

別記様式７－１～７－４ （略）

別記様式７－５

別記様式７－６～７－７ （略）
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